
目

次

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
県
土

整
備
事
務
所
）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
県
土

整
備
事
務
所
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
県
土

整
備
事
務
所
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

公
安
委
員
会

○
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
の
開
催
（
初
心
者
）
（
生
活
安
全

企

画

課
）
…
三

○
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
の
開
催
（
経
験
者
）
（

同

）
…
四

○
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
の
開
催
（
初
心
者
）
qqqqqq（

同

）
…
五

○
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
の
開
催
（
経
験
者
）
qqqqqq（

同

）
…
六

○
空
気
銃
の
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
に
関
す
る
講
習
会
の
開
催
（
年
少

射
撃
資
格
者
）
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

三
共
建
設
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

三
浦
栄
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
西
城
北
二
丁
目
三
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
四
）
第
八
九
二
六
号

五

取
消
年
月
日

令
和
八
年
一
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
及
び
舗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
十
二
月
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
み
ち
の
く
安
全

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤
宏

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
撫
牛
子
二
丁
目
九
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
）
第
一
三
九
五
三
号

青
森
県
報
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外
第
十
七
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令
和
八
年三

月
十
八
日

（
水
曜
日
）



五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

消
防
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
十
二
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

中
村
弘
前
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

櫻
田
正
明

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
清
野
袋
五
丁
目
三
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
四
）
第
二
〇
〇
一
四
四
号

五

取
消
年
月
日

令
和
八
年
一
月
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
及
び
造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

建
築
工
房

相
内

二

氏
名

相
内
光
則

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
湊
町
字
館
鼻
二
五
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
六
）
第
三
〇
〇
七
四
一
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

大
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
十
一
月
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
山
樹

二

代
表
者
の
氏
名

沼
山
一
広

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
東
白
山
台
三
丁
目
二
一
の
二
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
四
）
第
三
〇
〇
八
二
八
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
工
事
業
及
び
機
械
器
具
設
置
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
十
二
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
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確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

佐
々
木
建
設

二

氏
名

佐
々
木
千
隆

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

つ
が
る
市
車
力
町
花
林
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
）
第
一
五
七
六
六
号

五

取
消
年
月
日

令
和
八
年
一
月
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
十
二
月
三
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
ア
ル
ス
タ
土
木

二

代
表
者
の
氏
名

神
幸
恵

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
板
柳
字
土
井
一
一
八
の
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
）
第
四
〇
〇
五
一
一
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゆ

ん
せ
つ
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
水
道
施
設
工
事
業
及
び
解
体
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許

可
七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
り
解
散
し
た
こ
と

が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
該
当
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
六
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱

い
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和

三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

一

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

開

催

日

時

開

催

場

所

年

月

日

講

習

時

間

令
和
八
年

六
月
二
十
日

午
前
九
時
か
ら
午
後

六
時
ま
で

青
森
市
大
字
荒
川
字
藤
戸
一
一
九
の
七

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
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〃

六
月
二
十
五
日

〃

八
戸
市
大
字
売
市
字
輿
遊
下
三

八
戸
市
ス
ポ
ー
ツ
研
修
セ
ン
タ
ー

〃

八
月
二
十
六
日

〃

弘
前
市
大
字
末
広
四
丁
目
一
〇
の
一

弘
前
市
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー

〃

十
一
月
十
一
日

〃

八
戸
市
大
字
売
市
字
輿
遊
下
三

八
戸
市
ス
ポ
ー
ツ
研
修
セ
ン
タ
ー

令
和
九
年

二
月
十
八
日

〃

青
森
市
大
字
荒
川
字
藤
戸
一
一
九
の
七

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー

二

講
習
科
目

１

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
所
持
に
関
す
る
法
令

２

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
使
用
、
保
管
等
の
取
扱
い

３

猟
銃
用
火
薬
類
に
関
す
る
法
令

三

受
講
者
の
資
格

青
森
県
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
し
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
者

四

受
講
手
続

１

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
開
催
日
の
十
日
前
ま
で
に
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察

署
に
、
講
習
受
講
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
写
真
（
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た

無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た

も
の
）
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

２

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
手
数
料
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ

と
。

五

講
習
修
了
証
明
書
の
交
付

講
習
修
了
証
明
書
は
、
講
習
会
に
お
け
る
講
習
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
所
定
の
科
目
を
修
得

し
た
か
ど
う
か
を
考
査
し
、
こ
れ
ら
の
科
目
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
交
付
す
る
。

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
七
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱

い
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和

三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

一

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

開

催

日

時

開

催

場

所

年

月

日

講

習

時

間

令
和
八
年

四
月
十
六
日

午
後
一
時
か
ら
午
後

四
時
ま
で

八
戸
市
城
下
一
丁
目
一
六
の
二
五

八
戸
警
察
署

〃

五
月
十
四
日

〃

弘
前
市
大
字
八
幡
町
三
丁
目
三
の
二

弘
前
警
察
署

〃

五
月
二
十
六
日

〃

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字
関
根
四
の
三

三
戸
警
察
署

〃

六
月
二
十
四
日

〃

十
和
田
市
西
六
番
町
一
の
四
一

十
和
田
警
察
署

〃

七
月
四
日

午
前
九
時
か
ら
正
午

ま
で

青
森
市
大
字
荒
川
字
藤
戸
一
一
九
の
七

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー

〃

七
月
九
日

午
後
一
時
か
ら
午
後

四
時
ま
で

む
つ
市
中
央
一
丁
目
一
九
の
一

む
つ
警
察
署

〃

七
月
十
六
日

〃

三
沢
市
平
畑
一
丁
目
一
の
三
八

三
沢
警
察
署

〃

七
月
二
十
三
日

〃

弘
前
市
大
字
八
幡
町
三
丁
目
三
の
二

弘
前
警
察
署

〃

八
月
二
十
日

〃

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
豊
間
内
字
地
蔵
平
一
の
四

〇
七
五
戸
町
ひ
ば
り
野
ス
ポ
ー
ツ
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

九
月
十
日

〃

黒
石
市
北
美
町
二
丁
目
四
七
の
一

黒
石
警
察
署

〃

九
月
二
十
六
日

午
前
九
時
か
ら
正
午

ま
で

弘
前
市
大
字
末
広
四
丁
目
一
〇
の
一

弘
前
市
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー

〃

十
月
六
日

午
後
一
時
か
ら
午
後

四
時
ま
で

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
本
町
二
〇
七

鰺
ケ
沢
警
察
署
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〃

十
月
二
十
四
日

午
前
九
時
か
ら
正
午

ま
で

八
戸
市
大
字
売
市
字
輿
遊
下
三

八
戸
市
ス
ポ
ー
ツ
研
修
セ
ン
タ
ー

〃

十
一
月
十
日

午
後
一
時
か
ら
午
後

四
時
ま
で

八
戸
市
大
字
売
市
字
輿
遊
下
三

八
戸
市
ス
ポ
ー
ツ
研
修
セ
ン
タ
ー

〃

十
二
月
十
日

〃

上
北
郡
七
戸
町
字
大
沢
五
七
の
四
九

七
戸
警
察
署

令
和
九
年

一
月
十
四
日

〃

青
森
市
大
字
荒
川
字
藤
戸
一
一
九
の
七

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー

〃

二
月
四
日

〃

十
和
田
市
西
六
番
町
一
の
四
一

十
和
田
警
察
署

〃

三
月
十
一
日

〃

五
所
川
原
市
字
栄
町
六
の
一

五
所
川
原
警
察
署

二

講
習
科
目

１

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
所
持
に
関
す
る
法
令

２

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
使
用
、
保
管
等
の
取
扱
い

３

猟
銃
用
火
薬
類
に
関
す
る
法
令

三

受
講
者
の
資
格

青
森
県
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
し
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更

新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四

受
講
手
続

１

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
開
催
日
の
十
日
前
ま
で
に
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察

署
に
、
講
習
受
講
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
写
真
（
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た

無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た

も
の
）
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

２

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
手
数
料
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ

と
。

五

講
習
修
了
証
明
書
の
交
付

講
習
修
了
証
明
書
は
、
講
習
会
に
お
け
る
講
習
を
受
け
、
所
定
の
科
目
を
修
得
し
た
者
に
交
付

す
る
。

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
五
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
取
扱
い
に

関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十

三
年
政
令
第
三
十
三
号
）
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

一

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

開

催

日

時

開

催

場

所

年

月

日

講

習

時

間

令
和
八
年

七
月
十
七
日

午
前
九
時
か
ら
午
後

六
時
ま
で

八
戸
市
城
下
一
丁
目
一
六
の
二
五

八
戸
警
察
署

〃

九
月
一
日

〃

弘
前
市
大
字
八
幡
町
三
丁
目
三
の
二

弘
前
警
察
署

〃

十
月
二
十
九
日

〃

青
森
市
安
方
二
丁
目
一
五
の
九

青
森
警
察
署

二

講
習
科
目

１

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
に
関
す
る
法
令

２

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
使
用
、
保
管
等
の
取
扱
い

三

受
講
者
の
資
格

青
森
県
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
し
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

四

受
講
手
続

１

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
開
催
日
の
十
日
前
ま
で
に
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察

署
に
、
講
習
受
講
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
写
真
（
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た

無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た

も
の
）
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

２

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
手
数
料
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
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と
。

五

講
習
修
了
証
明
書
の
交
付

講
習
修
了
証
明
書
は
、
講
習
会
に
お
け
る
講
習
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
所
定
の
科
目
を
修
得

し
た
か
ど
う
か
を
考
査
し
、
こ
れ
ら
の
科
目
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
交
付
す
る
。

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
九
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
五
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
取

扱
い
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭

和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

一

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

開

催

日

時

開

催

場

所

年

月

日

講

習

時

間

令
和
八
年

十
一
月
十
九
日

午
後
一
時
か
ら
午
後

四
時
ま
で

青
森
市
安
方
二
丁
目
十
五
の
九

青
森
警
察
署

二

講
習
科
目

１

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
に
関
す
る
法
令

２

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
使
用
、
保
管
等
の
取
扱
い

三

受
講
者
の
資
格

青
森
県
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
し
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
を

受
け
よ
う
と
す
る
者

四

受
講
手
続

１

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
開
催
日
の
十
日
前
ま
で
に
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察

署
に
、
講
習
受
講
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
写
真
（
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た

無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た

も
の
）
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

２

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
手
数
料
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ

と
。

五

講
習
修
了
証
明
書
の
交
付

講
習
修
了
証
明
書
は
、
講
習
会
に
お
け
る
講
習
を
受
け
、
所
定
の
科
目
を
修
得
し
た
者
に
交
付

す
る
。

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
九
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
空
気
銃
の
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関

す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三

年
政
令
第
三
十
三
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
三
月
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

一

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

開

催

日

時

開

催

場

所

年

月

日

講

習

時

間

令
和
八
年

五
月
二
十
三
日

午
前
九
時
か
ら
午
後

六
時
ま
で

青
森
市
大
字
荒
川
字
藤
戸
一
一
九
の
七

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー

二

講
習
科
目

１

空
気
銃
の
所
持
に
関
す
る
法
令

２

空
気
銃
の
使
用
、
保
管
等
の
取
扱
い

三

受
講
者
の
資
格

青
森
県
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
し
、
空
気
銃
の
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
者

四

受
講
手
続

１

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
開
催
日
の
十
日
前
ま
で
に
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
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署
に
、
講
習
受
講
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
写
真
（
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た

無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た

も
の
）
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

２

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
手
数
料
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ

と
。

五

講
習
修
了
証
明
書
の
交
付

講
習
修
了
証
明
書
は
、
講
習
会
に
お
け
る
講
習
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
所
定
の
科
目
を
修
得

し
た
か
ど
う
か
を
考
査
し
、
こ
れ
ら
の
科
目
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
交
付
す
る
。
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